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令和６年度 要請訪問・指定校訪問・指導力向上訪問 実施要項 

 

１ 趣 旨 

第４次岐阜県教育振興基本計画（令和６～１０年度）」では、未来を創る確かな学力と実践力

の育成が目標の一つとして掲げられており、各学校における「主体的・対話的で深い学び」の

実現のための「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実と、学習の基盤となる資質・

能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成は非常に重要である。現在、各

学校では、こうした「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた様々な実践や、資質・能力

の育成を目指した授業実践等が行われている。 

こうした現状を鑑み、児童生徒が確かな学力と実践力を身に付けるために、学校と先生方の

ニーズとマネジメントを大切にしながら全教職員の実践的指導力等の向上を支援するために各

種訪問を実施する。 

 

２ 対 象 

・要請訪問  … 小学校、中学校 

・幼稚園訪問 … 園  ←幼稚園訪問については、別紙要項記載 

・指定校訪問 … 文部科学省・県教育委員会指定校、教育事務所指定研修校 

※「令和６年度 訪問事業一覧」を参照 

３ 内容及び方法 

 

① 要 請 訪 問 

 希望制とし、小・中学校における研究の具現状況等に基づき、市教育委員会を通じて訪問

要請をする。 

 主事派遣の時期及び回数は、年間３回までとする。 

 訪問日程は、原則午後からの半日とする。 

 要請訪問では、第 1回の訪問時に、各校の学力向上に向けた取組について、学力向上推進

教師との懇談の時間を設ける。懇談では、教務主任、研究主任、研修主事等の同席も可能。 

 小・中学校が、終日実施として午前中に（全研以外の）授業公開を位置付ける場合は、「指

導力向上訪問」としての位置付けが望ましい。 

 訪問内容は、下記を参考にして、各校の課題やニーズを明確にしたものとする。 

 

【要請訪問の実施内容例】 

◇ 指導主事を指導・助言者とした公開授業や授業研究会 

◇ 指導主事を各種研修・講義の講師とした学校の課題やニーズに応じた研修 

（学習評価、特別支援教育、人権教育、学級づくり、幼保小の連携等） 

◇ 指導主事を指導・助言者とした研究推進委員会（会議）等 

◇ 小学校における音楽、図画工作、体育、家庭の実技指導を伴う研修会 
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② 指 定 校 訪 問 

 希望制とし、指定事業の具現状況等に基づき、市教育委員会を通じて訪問要請をする。 

（事業内容によっては、訪問や公表会の実施は必須となる場合がある） 

 主事派遣の時期及び回数は、公表会を含め、通年で４回までとする。 

（指定校は、要請訪問３回と指定校訪問（公表会含む）４回の最大７回の要請が可能） 

 公表会等には、指定校担当指導主事とともに、必要に応じて教科等の指導主事が訪問する。 

 

③ 指 導 力 向 上 訪 問                    （令和６年度より新事業） 

 経験年数の少ない先生や指導力を高めたい先生への支援に対応する訪問とする。 

（授業づくりの仕方や相談、教材研究、授業参観など） 

 希望制とし、５月より訪問希望を受け付ける。市教育委員会を通じて要請後、希望する学

校もしくは先生が事務所と日程調整を行う。 

 

【指導力向上訪問の具体的内容例】 

◇ 全校研究会や市教研等の授業の相談等に限らない、普段の授業づくりのポイントや教材研

究の仕方等の、個別もしくは教科部等に対するアドバイスや部会への参加 

◇ 年間を通して、同じ先生の授業を複数回参観し支援 

（担当主事の稼働状況により、回数が限定される場合がある） 

◇ 事前相談→教材研究→授業参観→事後指導の流れで、授業前後も含めた支援 

◇ 学級活動、総合的な学習の時間などの授業を参観して指導力の向上を支援 

◇ 音楽、体育、保健、図工・美術、技術・家庭科等の実習や実技の検討や助言、実技指導 

◇ 同一日に複数名の先生の授業を参観し、支援することも可能 

 

４ 【要請訪問】の実施例 

「公開授業及び授業研究会」を中心にした訪問例 

「職員研修会」を中心にした訪問例 

日程例 主な内容 

公開授業前 

（１５分間程度） 

・管理職との懇談 

・研究主任との懇談（研究の歩み、研究会の視点等） 

・学力向上推進教師との懇談 

公開授業（第５校時） ・授業参観 

授業研究会 

（１時間程度） 

 

・研究主題に沿って、研究討議を行う。 

・研究主任が成果と課題を明確にして、研究会のまとめを行う。 

・指導主事が指導・助言をする。 

研究会後（１０分程度） ・授業者、研究主任等との懇談 

日程例 主な内容 

職員研修前 

（１５分間程度） 

・研究主任等との懇談（研修テーマの確認） 

・研修会場の設営（演習で使用する用具やＩＣＴ機器等の準備） 

・学力向上推進教師との懇談 

職員研修会 

（研修テーマに応じて、担当主

事と相談の上、時間を設定） 

※各校にて、研修テーマを明確にしておく。 
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５ 事前相談 

 校内での検討を大切にしていただくため、必ずしも事前相談を行う必要はありません。ただ

し、事前相談を希望する場合には可能な限り対応します。 

 事前相談を希望する場合は、４月下旬頃送付の「令和６年度 教育支援課担当主事の学校訪

問等の開催予定について（連絡）」を参照の上、管理職を通じて訪問担当主事に直接電話連

絡願います。「電話」での相談や「オンライン」での相談等、授業者に負担のないように配

慮願います。（指導案を作成する前でも対応します。） 

 

６ 学習指導案等の提出 

 授業研究会を行う場合は、学習指導案を提出する。（「令和６年度 提出文書一覧」を参照） 

 単元（題材）指導計画も添付する。（任意様式） 

 

 

 

 

 

 

 

◆参考◆  要請訪問と、指導力向上訪問（令和６年度から実施）のイメージ 

 

 

 


